
 

見積合わせ案件 

業務名 
令和４年度京都イノベーション創出ネットワーク（ＫＩＣ－Ｎｅｔ） 

市場調査業務 

納入場所 
公益財団法人京都産業２１ 

 京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都府産業支援センター内 

納入期限 令和５年２月１７日（金） 

仕様書 別添のとおり 

見積書提出期間 
令和４年11月９日（水）～令和４年１１月１６日（水） 

 ９時００分から１７時００分まで 

見積書提出方法 郵送又は持参により下記まで提出してください。（提出期間内必着） 

見積書提出場所 

公益財団法人京都産業２１ 

 事業成長支援部 企業支援グループ 

 〒600-8813  

京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都府産業支援センター内 

見積合わせ参加

資格 

① 同種業務の受託実績があり業務手法に精通していること。 

② 中小企業が研究開発の成果展開先として指向する隙間市場についても、

顕在及び潜在市場の調査に対応できる能力を有すること。 

③ 市場調査に対する中小企業からの様々な要望に応じ、柔軟に対応できる

市場予測専門の調査機関であること。 

④ 産業財、消費財、役務提供等の多くの分野に対する調査ができること。 

⑤ 短期間の集中調査にも遅滞なく対応できる体制を有すること。 

⑥ 調査案件に関する永続的な秘密保持を確約できること。 

⑦ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規程に

より、京都府その他自治体から入札参加資格を取り消されていないこと。 

⑧ 都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

⑨ 会社更生法、民事再生法等による手続きを行っている法人でないこと。 

⑩ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に掲げ

る暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及

びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

質問等受付期限 
令和４年１１月１４日（月） １７時００分まで  

 下記まで、メール又はファックスでお願いします。 

担当 

公益財団法人京都産業２１ 

 事業成長支援部 企業支援グループ（担当：山岡、木村） 

TEL：０７５－３１５－９４２５   FAX：０７５－３１５－８９２６ 

メール：  kimura@ki21.jp 
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令和４年度京都イノベーション創出ネットワーク（KIC-Net）市場調査業務 仕様書 

 

１ 総則 

本仕様書は、公益財団法人京都産業２１（以下「財団」という。）が委託する令和４年度京都イノベーション創出ネ

ットワーク（KIC-Net）市場調査業務に関する仕様について定める。 

 

２ 件名 

令和４年度京都イノベーション創出ネットワーク（KIC-Net）市場調査業務 

 

３ 目的 

本調査は、製品化に向けた本格的な開発を行う事業者に対し、開発の段階に応じた資金支援と伴走型支援を行う京都

エコノミック・ガーデニング支援強化事業等への応募を検討している事業者からの相談案件について、開発する

製品の顕在市場並びに潜在市場の状況を調査することによって、研究開発の妥当性を判断するために必要な情報を得る

ことを目的とする。 

 

４ 調査件数 

４件 

・費用の積算に必要な調査案件の内容は、事前に担当まで問い合わせること。 

・問い合わせ時には、必ず別添「市場調査費用積算に関する秘密保持誓約書」を提出 

すること。 

 

５ 業務内容 

前項の提供資料をもとに、以下(1)～(4)の手順で、顕在市場並びに潜在市場の状況を調査する。 

なお、提案内容の理解にあたって、提供資料のみでは不足する内容については、必要に応じて、調査案件を提案した

事業者又はコーディネータ（以下「提案者」という。）へのカウンセリングや電話によるヒアリングを行うものとする。 

 

(1) 顕在市場の調査 

①提供資料の精読等により提案内容を把握し、本案件が直接関連する市場及び技術分野に対応する適切且つ

最適なキーワードを抽出し、市場調査データベース等を用い、現在、顕在化している市場の規模、競合状

況を記述した資料を検索する。 

②提案者の求めに応じて、日本国内における当該市場及び技術分野の関係者・専門家等から意見を聴取する

（見積目安：１案件につき１０者）。 

③前々項の検索で得られた資料及び前項の聴取により得られた意見と提案書を照合し、記載内容の妥当性を

検証し、コメントを付ける。 

 

(2) 潜在市場の調査 

①提供資料の精読等により提案内容を把握し、本案件が将来関連すると思われる市場及び技術分野に対応す

る適切且つ最適なキーワードを抽出し、市場調査データベース等を用い、現在、未開拓の市場を検索する。 

②提案者の求めに応じて、日本国内における当該市場及び技術分野の関係者・専門家等から意見を聴取する

（見積目安：１案件につき２０者）。 

③前々項の検索で得られた資料及び前項の聴取により得られた意見をもとに、将来期待できる市場を抽出し、

コメントを付ける。 

 



 

 

(3) 調査報告 

  上記(1)及び(2)の調査を終えた提案から順次、調査結果をまとめた報告書を作成して提出し、財団の求

めに応じ、提案者に対して調査結果に関する説明を行うものとする。 

  なお、調査依頼内容の誤認等があって、提案者から再調査あるいは補完等の要望があった場合は、協議

による合意の結果に基づき、これに応ずるものとする。 

  作成する調査報告書は次のとおりとする。 

  ＜調査報告書＞ 

   ※様式は任意 

   ※次の諸項目を記載すること。 

    ・抽出キーワード 

    ・使用データベース 

    ・ヒット資料の記載内容（概要） 

    ・調査結果に基づく、顕在市場及び潜在市場状況のまとめ 

  ※ Ａ４サイズ印刷物を１部、電子ファイル（ＣＤ－Ｒ等）１部を納品する 

    こと。 

  ※ 納品物（印刷物）は調査対象案件毎にまとめること。 

     ※ 令和５年１月末頃には、調査報告書の提出を完了すること。 

     ※ 納入場所 京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都府産業支援センター内 

            公益財団法人京都産業２１ 

 

  (4) 業務完了報告 

    業務完了報告書を次のとおり財団に提出すること。 

    ＜業務完了報告書＞ 

     ※ 様式は任意 

     ※ 業務名、業務完了日は必ず記載すること。 

     ※ 実施した業務の内容及び成果をまとめた書類を添付すること。 

       （調査報告書の改めての添付は不要） 

     ※ Ａ４サイズ印刷物１部、電子ファイル（ＣＤ－Ｒ等）１部を納品すること。 

     ※ 納期 令和５年２月１７日（金） 

     ※ 納入場所 京都市下京区中堂寺南町１３４ 京都府産業支援センター内 

            公益財団法人京都産業２１ 

 

６ 契約期間 

  契約日から令和５年２月１７（金）まで 

 

７ 請負条件 

(1) 請負者は、本調査の実施のために財団より受け取った一切の資料を本調査終了時に返却する。 

(2) 請負者は、個人情報及び市場調査の実施により知り得た秘密の永続的な保持につとめ、これを財団の同意なしに第

三者に明かしてはならない。 

(3) 請負者は、本業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 

８ 検査 

業務完了後、財団が行う検査に合格しなければならない。 



 

 

 

９ 備考 

本書に定められた事項に疑義が生じた場合は財団の担当者の指示に従うこと。 

また、契約書及び仕様書に明記されていない事項については財団担当者と協議して定める。 

 

 

 


